
 

 

　　 

 

 

 

 

 

住民監査請求の監査の開始について 

 

　広島県監査委員に対して請求があった住民監査請求１件について、令和６年３月21日に監査を開始

することとした。 

 

１　住民監査請求の概要 
 
　⑴　請求人 

　　　広島県民 

　⑵　請求年月日及び請求の趣旨 

 

２　今後の日程等 
 
　⑴　監査委員は、地方自治法の規定に基づき、執行機関に対して監査を行う。また、監査請求人が

希望する場合は、陳述の聴取を行う。 

　⑵　法定処理期限 

　　　令和６年５月14日（火）　

 請求年月日 請求の主旨 請求の主な理由

 令和６年３月15日 ・令和６年１月26日に行われた「ホ

ロコースト犠牲者を想起する国際

デー」追悼記念式典への職員出席に

県費から交通費等を支出するのは

違法かつ不当であるため、知事は式

典に費消した県費を県に返還せよ。 
・今後政治的中立に欠けた記念式

典に参加することをやめるべきで

ある。

・ホロコーストはヨーロッパの問

題であって、我が国は全く関係な

い。 
・敗戦国の虐殺は非難するが、戦勝

国の虐殺に何も言わないのは、「平

等原則」違反であり違法かつ不当で

ある。 
・記念式典出席に県費を費消する

のは、ナチス思想を持つ一部の県民

の思想信条の自由を侵害するもの

で違憲である。 
・ユダヤ人がパレスチナ人の虐殺

を行っている時期に記念式典を実

施するのは、ユダヤ人によるパレス

チナ人へのジェノサイドを隠ぺい

するものであり、行政の政治的中立

性を侵すものである。
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